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(57)【要約】
【課題】医療従事者による「継続（又は再開）」のボタ
ンの押し忘れによる不都合を防止できるベッドサイドモ
ニターを提供すること。
【解決手段】ベッドサイドモニター１００は、トランス
ポートモニター２０との接続を検出する接続検出部１１
１と、トランスポートモニター２０が未接続状態から接
続状態となったことが検出された場合、中断モードに設
定されたときに接続されていたトランスポートモニター
２０の患者ＩＤと今回接続状態となったトランスポート
モニター２０の患者ＩＤとが同一であるか否かを識別す
るＩＤ識別部１１２と、中断モードに設定されたとき又
は中断モードに設定される直前に接続されていたトラン
スポートモニター２０の患者ＩＤと、今回接続状態とな
ったトランスポートモニター２０の患者ＩＤとが同一で
あると識別された場合、自装置のモニタリングを中断モ
ードからモニタリングモードに復帰させる制御部１１０
と、を有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベッドサイドモニターと、前記ベッドサイドモニターに接続可能な可搬型のトランスポ
ートモニターと、を有する生体情報モニタリングシステムに用いられる前記ベッドサイド
モニターであって、
　自装置のモニタリングを中断モードに設定操作可能な操作部と、
　前記トランスポートモニターとの接続を検出する接続検出部と、
　前記接続検出部によって前記トランスポートモニターが未接続状態から接続状態となっ
たことが検出された場合、中断モードに設定されたときに接続されていたトランスポート
モニターの患者ＩＤと今回接続状態となったトランスポートモニターの患者ＩＤとが同一
であるか否かを識別するＩＤ識別部と、
　前記ＩＤ識別部によって、中断モードに設定されたときに又は中断モードに設定される
直前に接続されていたトランスポートモニターの患者ＩＤと、今回接続状態となったトラ
ンスポートモニターの患者ＩＤとが同一であると識別された場合、自装置のモニタリング
を中断モードからモニタリングモードに復帰させるための処理を実行する制御部と、
　を具備するベッドサイドモニター。
【請求項２】
　前記制御部は、前記中断モードからモニタリングモードに復帰させるための処理として
、自装置のモニタリングを中断モードから強制的にモニタリングモードに復帰させる処理
を行う、
　請求項１に記載のベッドサイドモニター。
【請求項３】
　前記制御部は、前記中断モードからモニタリングモードに復帰させるための処理として
、モニタリングの復帰操作をユーザーに促す表示を行う、
　請求項１に記載のベッドサイドモニター。
【請求項４】
　自装置から前記トランスポートモニターが外されたことが前記接続検出部によって検出
されたときに、中断モード又は退床モードを選択するための画面を表示する、
　請求項１に記載のベッドサイドモニター。
【請求項５】
　ベッドサイドモニターと、前記ベッドサイドモニターに接続可能な可搬型のトランスポ
ートモニターと、を有する生体情報モニタリングシステムに用いられる前記ベッドサイド
モニターであって、
　自装置のモニタリングを中断モードに設定操作可能な操作部と、
　前記トランスポートモニターとの接続を検出する接続検出部と、
　前記接続検出部によって前記トランスポートモニターが未接続状態から接続状態となっ
たことが検出された場合、中断モードに設定されたときに接続されていたトランスポート
モニターの患者ＩＤと今回接続状態となったトランスポートモニターの患者ＩＤとが同一
であるか否かを識別するＩＤ識別部と、
　を具備し、
　前記接続検出によって、自装置に前記トランスポートモニターが接続されたことが検出
され、かつ、前記ＩＤ識別部によって、中断モードに設定されたときに又は中断モードに
設定される直前に接続されていたトランスポートモニターの患者ＩＤと、今回接続状態と
なったトランスポートモニターの患者ＩＤとが異なると識別された場合、
　前記トランスポートモニターに設定されている患者ＩＤに紐付けられた患者情報を使う
モード、自装置に設定されている患者ＩＤに紐付けられた患者情報を使うモード、又は、
新規に患者情報を入力してモニタリングを開始するモード、のうちのいずれかのモードを
ユーザーに選択させるための画面を表示する、
　ベッドサイドモニター。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可搬型のトランスポートモニターを接続可能なベッドサイドモニターに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　病院などの医療現場においては、一人一人の患者の生体情報（例えば、心電図、血圧、
呼吸回数、脈拍など）を、随時、収集したり、分析したり、表示したりすることが必要と
なる。また、患者は、病室、検査室、手術室などを移送されることになるので、その患者
の生体情報の収集も患者の移送と一緒に行う必要がある。小型の医療用ポータブルモニタ
システム（例えば特許文献１、２参照）が広く用いられている。
【０００３】
　この種のシステムとして、据置型のベッドサイドモニターに可搬型のトランスポートモ
ニターを接続可能（具体的にはドッキング及び取り外し可能）とされたものがある。なお
この種のベッドサイドモニターは、トランスポートモニターに対するホストモニターと言
うこともできる。
【０００４】
　トランスポートモニターは、心電図測定用電極などが接続される端子部、小型ディスプ
レイ、データ記憶装置、及び、バッテリなどを有し、患者が移送中でも生体情報を途切れ
なく取得し、それを表示及び記録することができる。患者の移送中にトランスポートモニ
ターに記録された生体情報は、トランスポートモニターがベッドサイドモニターにドッキ
ングされた際にベッドサイドモニターに転送される。ベッドサイドモニターに転送された
生体情報は、ベッドサイドモニターに接続されたセントラルモニターにも送られる。
【０００５】
　このようなトランスポートモニターを有するシステムを用いれば、移送中の患者の生体
情報を容易に取得できる。また、ベッドサイドモニターにトランスポートモニターをドッ
キングするように構成したことにより、患者に装着された生体情報取得用の電極などをベ
ッドサイドモニターとトランスポートモニターとの間で接続し直すことなく、トランスポ
ートモニターをベッドサイドモニターに抜き差しするだけで生体情報の測定を継続できる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表平８－５０４３４５号公報
【特許文献２】特表平８－５０４５３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ベッドサイドモニターからトランスポートモニターが外されるケースとしては、（ｉ）
トランスポートモニターが一旦ベッドサイドモニターから外されるが、患者が検査室など
に行った後に再び戻って来てトランスポートモニターが元のベッドサイドモニターに接続
されてモニタリングが継続されるケース、（ｉｉ）患者が他の病棟へと移送され、それに
伴ってトランスポートモニターが他のベッドサイドモニターに接続されるケース、（ｉｉ
ｉ）トランスポートモニターが意図せずにベッドサイドモニターから外れてしまったケー
ス、などがある。
【０００８】
　ここで、ベッドサイドモニターには、一般に、「入床」、「中断」、「退床」、「継続
（又は再開）」などのボタンが用意されている。患者の入床時には入床ボタンが操作され
、患者名や患者ＩＤなどが入力されることで、ベッドサイドモニターと患者とが紐付けさ
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れる。次に、上記（ｉ）のようなケースでは、ベッドサイドモニターからのトランスポー
トモニターの取り外し時に「中断」のボタンが操作され、ベッドサイドモニターへのトラ
ンスポートモニターの再接続時に「継続（又は再開）」のボタンが操作される。上記（ｉ
ｉ）のようなケースでは、ベッドサイドモニターからのトランスポートモニターの取り外
し時に「退床」のボタンが操作される。
【０００９】
　ところで、上記（ｉ）のようなケースにおいて、看護師や医師などの医療従事者がベッ
ドサイドモニターへのトランスポートモニターの再接続時に「継続（又は再開）」のボタ
ンを操作しなかった場合、トランスポートモニターがそのベッドサイドモニターに接続さ
れているにもかかわらず、そのベッドサイドモニターは中断モードのままとなり、そのベ
ッドサイドモニターに接続されているセントラルモニターでは、そのベッドサイドモニタ
ーでモニタリングが行われていないと認識されることになる。
【００１０】
　この結果、実際には患者がそのベッドサイドモニターが設置されている床にてモニタリ
ングを行っているにもかかわらず、セントラルモニターを見ている医療従事者は、そのベ
ッドサイドモニターはモニタリングが中断されたままであり、患者はその床にはいないと
認識することとなり、甚だ不都合である。
【００１１】
　本発明は、以上の点を考慮してなされたものであり、医療従事者による「継続（又は再
開）」のボタンの押し忘れによる不都合を防止できるベッドサイドモニターを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明のベッドサイドモニターの一つの態様は、
　ベッドサイドモニターと、前記ベッドサイドモニターに接続可能な可搬型のトランスポ
ートモニターと、を有する生体情報モニタリングシステムに用いられる前記ベッドサイド
モニターであって、
　自装置のモニタリングを中断モードに設定操作可能な操作部と、
　前記トランスポートモニターとの接続を検出する接続検出部と、
　前記接続検出部によって前記トランスポートモニターが未接続状態から接続状態となっ
たことが検出された場合、中断モードに設定されたときに接続されていたトランスポート
モニターの患者ＩＤと今回接続状態となったトランスポートモニターの患者ＩＤとが同一
であるか否かを識別するＩＤ識別部と、
　前記ＩＤ識別部によって、中断モードに設定されたときに又は中断モードに設定される
直前に接続されていたトランスポートモニターの患者ＩＤと、今回接続状態となったトラ
ンスポートモニターの患者ＩＤとが同一であると識別された場合、自装置のモニタリング
を中断モードからモニタリングモードに復帰させるための処理を実行する制御部と、
　を具備する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、医療従事者による「継続（又は再開）」のボタンの押し忘れによる不
都合を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施の形態に係るベッドサイドモニター及びトランスポートモニターのドッキン
グ（接続）の様子を示す図であり、図１Ａはベッドサイドモニターからトランスポートモ
ニターを取り外す様子を示す図、図１Ｂは患者と一緒にトランスポートモニターを移動さ
せる様子を示す図、図１Ｃはベッドサイドモニターにトランスポートモニターをドッキン
グさせる様子を示す図
【図２】実施の形態のベッドサイドモニター及びトランスポートモニターが接続される院
内システムの概略構成を示す図
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【図３】実施の形態のベッドサイドモニターの構成を示すブロック図
【図４】トランスポートモニターがベッドサイドモニターから外されたときにタッチパネ
ルに表示される画面を示す図
【図５】トランスポートモニターがベッドサイドモニターに接続されたときにタッチパネ
ルに表示される患者選択画面を示す図
【図６】実施の形態の動作の説明に供するフロー図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００１６】
　＜１＞全体構成
　先ず、実施の形態の全体構成及び前提構成について説明する。
【００１７】
　図１は、ベッドサイドモニター１１、１２及びトランスポートモニター２０のドッキン
グ（接続）の様子を示す図である。ここで、図示していないが、トランスポートモニター
２０には、心電図測定用電極などの患者の生体情報を取得するための生体情報検出部が接
続されている。
【００１８】
　患者が、ベッドサイドモニター１１が配置された場所からベッドサイドモニター１２が
配置された場所へと移送される場合、医師や看護師などの医療従事者はベッドサイドモニ
ター１１からトランスポートモニター２０を取り外し（図１Ａ）、患者と一緒にトランス
ポートモニターを移動させた（図１Ｂ）後、ベッドサイドモニター１２にトランスポート
モニター２０をドッキングさせる（図１Ｃ）。このようにすることで、患者の移送中でも
トランスポートモニター２０によってその患者の生体情報を取得することができる。
【００１９】
　ここで、トランスポートモニター２０の底面や側面、及び、それに対応するベッドサイ
ドモニター１１、１２の面には、ドッキングしたときに互いに電気的に接続するコネクタ
部が設けられており、これにより、トランスポートモニター２０とベッドサイドモニター
１１、１２は、このコネクタ部を介して互いに生体情報及び設定情報などの情報を送受で
きるようになっている。
【００２０】
　ベッドサイドモニター１１、１２とトランスポートモニター２０とを互いに比較した場
合の各装置の特徴は以下の通りである。
【００２１】
　ベッドサイドモニター：
　　・ベッドサイドに据え置いて設置されることが想定されており、トランスポートモニ
ターよりも重い。
　　・表示できる生体情報のパラメータの数がトランスポートモニターよりも多い。
　　・接続できる外部機器の数がトランスポートモニターよりも多い。
　　・ディスプレイがトランスポートモニターよりも大きく、拡張ディスプレイも接続で
きる。
　　・セントラルモニターにネットワーク接続されることが前提となっている。
【００２２】
　トランスポートモニター：
　　・持ち運びすることが想定されており、ベッドサイドモニターよりも小型で軽い。
　　・表示できる生体情報のパラメータの数がベッドサイドモニターよりも少ない。
　　・接続できる外部機器の数がベッドサイドモニターよりも少ない。
　　・ディスプレイがベッドサイドモニターよりも小さい。
　　・移動中に患者の生体情報を記録できるメモリを有する。このメモリは、例えば１０
日間分の生体情報を記録できる容量を有する。
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【００２３】
　なお、ベッドサイドモニターとトランスポートモニターは必ずしも上述の特徴の全てを
有する必要は無いが、少なくともトランスポートモニターはベッドサイドモニターよりも
小型で軽く構成されており、持ち運び可能である。
【００２４】
　図２は、本実施の形態のベッドサイドモニター及びトランスポートモニターが接続され
る病院内システム（以下「院内システム」と呼ぶ）１０の概略構成を示す図である。院内
システム１０では、手術室に１以上のベッドサイドモニター１１Ａ～１１Ｘが設置され、
ＩＣＵ(Intensive Care Unit：集中治療室)に１以上のベッドサイドモニター１２Ａ～１
２Ｘが設置され、病棟に１以上のベッドサイドモニター１３Ａ～１３Ｘが設置されている
。なお、本明細書で述べる「病棟」とは、手術室やＩＣＵなどの特別な処置室を除くいわ
ゆる「一般病棟」のことである。
【００２５】
　手術室のベッドサイドモニター１１Ａ～１１Ｘはセントラルモニター３１に接続されて
おり、ＩＣＵのベッドサイドモニター１２Ａ～１２Ｘはセントラルモニター３２に接続さ
れており、病棟のベッドサイドモニター１３Ａ～１３Ｘはセントラルモニター３３に接続
されている。
【００２６】
　さらに、セントラルモニター３１、３２、３３は、サーバ装置４０に接続されている。
これにより、ベッドサイドモニター１１Ａ～１１Ｘにより取得された生体情報はセントラ
ルモニター３１に集約されて表示や記録が行われ、ベッドサイドモニター１２Ａ～１２Ｘ
により取得された生体情報はセントラルモニター３２に集約されて表示や記録が行われ、
ベッドサイドモニター１３Ａ～１３Ｘにより取得された生体情報はセントラルモニター３
３に集約されて表示や記録が行われる。また、セントラルモニター３１、３２、３３で取
得された生体情報はサーバ装置４０に集約されて記録される。サーバ装置４０は、例えば
セントラルモニター３１、３２、３３やベッドサイドモニター１１Ａ～１１Ｘ、１２Ａ～
１２Ｘ、１３Ａ～１３Ｘの要求に応じて、記録した生体情報をセントラルモニター３１、
３２、３３やベッドサイドモニター１１Ａ～１１Ｘ、１２Ａ～１２Ｘ、１３Ａ～１３Ｘに
送ることができる。
【００２７】
　トランスポートモニター２０は、各ベッドサイドモニター１１Ａ～１１Ｘ、１２Ａ～１
２Ｘ、１３Ａ～１３Ｘにドッキング（接続）可能であり、患者と一緒に移動し、患者が移
送された先のベッドサイドモニター１１Ａ～１１Ｘ、１２Ａ～１２Ｘ、１３Ａ～１３Ｘに
ドッキング（接続）される。
【００２８】
　なお、図２では、院内システム１０を示したが、トランスポートモニター２０は、例え
ば救急車内に設けられたベッドサイドモニターにドッキング（接続）することもできる。
【００２９】
　＜２＞ベッドサイドモニターの構成
　図３は、本実施の形態のベッドサイドモニター１００の構成を示すブロック図である。
ベッドサイドモニター１００は、図１及び図２のベッドサイドモニター１１Ａ～１１Ｘ、
１２Ａ～１２Ｘ、１３Ａ～１３Ｘとして用いられるものである。
【００３０】
　ベッドサイドモニター１００は、コネクタ部１０１、１０２、１０３を有する。
【００３１】
　コネクタ部１０１は、患者に装着された生体情報検出部をベッドサイドモニター１００
に接続するためのコネクタである。コネクタ部１０１には、心電図を検出するための心電
図測定用電極２０１、血圧を検出するための血圧測定用カフ２０２、体温を検出するため
の体温センサ２０３、ＳｐＯ２を検出するためのＳｐＯ２センサ２０４、及び心拍出量を
検出するための心拍出量センサ２０５等の生体情報検出部が接続される。
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【００３２】
　コネクタ部１０２には、トランスポートモニター２０が接続される。コネクタ部１０３
には、セントラルモニター３０が接続される。
【００３３】
　計測処理部１０４は、所定の計測処理を実行することで、コネクタ部１０１に接続され
た生体情報検出部（心電電極２０１、血圧測定用カフ２０２、体温センサ２０３、ＳｐＯ

２センサ２０４及び心拍出量センサ２０５）を用いて患者の生体情報を計測する。なお、
上記生体情報検出部を用いた各種生体情報の計測方法については従来周知のものを適用可
能であるため、ここではその詳細な説明を省略する。計測処理部１０４によって得られた
生体情報は、記憶部１０５に記憶されるとともにタッチパネル１０９に表示される。
【００３４】
　一方、トランスポートモニター２０によって取得された生体情報は、コネクタ部１０２
及び送受信処理部１０６を介して記憶部１０５に記憶される。因みに、トランスポートモ
ニター２０の移動中にトランスポートモニター２０によって取得された生体情報は、一旦
トランスポートモニターの記憶部（図示せず）に記憶され、ベッドサイドモニター１００
と接続されたときにコネクタ部１０２及び送受信処理部１０６を介してベッドサイドモニ
ター１００の記憶部１０５に転送記憶される。
【００３５】
　記憶部１０５に記憶された生体情報は、送受信処理部１０６及びコネクタ部１０３を介
してセントラルモニター３０に送られる。これにより、セントラルモニター３０では、ベ
ッドサイドモニター１００及びトランスポートモニター２０で取得された生体情報を表示
及び記録することができる。
【００３６】
　制御部１１０は、計測処理部１０４、送受信部１０６、表示制御部１０７及びアラーム
インジケータ１０８を制御する。
【００３７】
　タッチパネル１０９は、表示制御部１０７によって制御され、生体情報を計測値又は波
形の形式で表示する。また、タッチパネル１０９は、生体情報を表示する表示機能を有す
るだけでなく、操作者による入力操作を受け付ける操作入力部としての機能も有する。具
体的には、タッチパネル１０９におけるユーザーのタッチ操作を示す情報がタッチパネル
１０９から制御部１１０に送られ、制御部１１０はタッチ操作に従って、タッチパネル１
０９上での表示変更やベッドサイドモニター１００のモード変更、各種の登録処理などを
行う。
【００３８】
　アラームインジケータ１０８は、ベッドサイドモニター１００の筐体上部などに設けら
れており、制御部１１０によって生体情報に異常が生じたと判定されたときに例えば赤色
に発光するようになっている。
【００３９】
　また、ベッドサイドモニター１００は、接続検出部１１１及びＩＤ識別部１１２を有す
る。接続検出部１１１は、コネクタ部１０２にトランスポートモニター２０が接続されて
いるか否かを検出し、検出結果を制御部１１０に送出する。ＩＤ識別部１１２は、コネク
タ部１０２に接続されたトランスポートモニター２０に設定されている患者ＩＤをコネク
タ部１０２を介して入力し、この患者ＩＤが以前に接続されたトランスポートモニター２
０の患者ＩＤと同じか否かを識別し、識別結果を制御部１１０に送出する。
【００４０】
　トランスポートモニター２０がベッドサイドモニター１００から外された場合、接続検
出部１１１によってこのことが検出され、タッチパネル１０９には、図４に示す画面が表
示される。ユーザー（医療従事者）によって「モニター中断」ボタンがタッチされると、
ベッドサイドモニター１００はモニタリングの中断モードとなり、生体情報のモニタリン
グを中断する。これに対して、ユーザーによって「退床」ボタンがタッチされると、ベッ
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ドサイドモニター１００は退床処理を行う。
【００４１】
　トランスポートモニター２０がベッドサイドモニター１００に接続された場合、接続検
出部１１１によってこのことが検出され、タッチパネル１０９には、図５に示す患者選択
画面が表示される。ユーザーは、この画面において、トランスポートモニター２０に設定
されている患者ＩＤに紐付けられた患者情報を使うモード、本装置（ベッドサイドモニタ
ー１００）に設定されている患者ＩＤに紐付けられた患者情報を使うモード、又は、新規
に患者情報を入力してモニタリングを開始するモードのうちのいずれかを選択できる。
【００４２】
　＜３＞実施の形態の動作
　図６は、本実施の形態の動作の説明に供する図である。
【００４３】
　状態Ｍ１において、トランスポートモニター２０とベッドサイドモニター１００とが接
続中であり、患者Ａの生体情報がモニタリングされている。この状態では、トランスポー
トモニター２０とベッドサイドモニター１００とで患者ＩＤが同一となっている（つまり
、患者Ａの患者ＩＤとなっている）。
【００４４】
　状態Ｍ２において、トランスポートモニター２０がベッドサイドモニター１００から外
され、患者Ａが移送される。このとき、ベッドサイドモニター２０はトランスポートモニ
ター１００の外れを接続検出部１１１により検出し、タッチパネル１０９にモニタリング
中断確認画面（図４）を表示する。
【００４５】
　状態Ｍ３において、ユーザーがモニター中断ボタンをタッチ操作する。この結果、ベッ
ドサイドモニター１００はモニタリング中断モードとなる。
【００４６】
　状態Ｍ４において、患者Ａのトランスポートモニター２０が戻って来たとする。このと
き、ベッドサイドモニター１００はＩＤ識別部１１２によって患者ＩＤが同一のトランス
ポートモニター２０が戻って来たことを検知する。そして、ベッドサイドモニター１００
は、状態Ｍ６に移って、モニタリング中断を解除する。
【００４７】
　これに対して、状態Ｍ５において、患者Ｂのトランスポートモニター２０が接続された
とする。このとき、ベッドサイドモニター１００はＩＤ識別部１１２によって患者ＩＤが
異なるトランスポートモニター２０が接続されたことを検知する。そして、ベッドサイド
モニター１００は、状態Ｍ７に移って、タッチパネル１０９に患者選択画面（図５）を表
示することで、患者選択確認処理を行う。
【００４８】
　このように、本実施の形態のベッドサイドモニター１００は、トランスポートモニター
２０が外されて、モニタリング中断モードとなった後に、トランスポートモニター２０が
接続されると、接続されたトランスポートモニター２０の患者ＩＤが中断モードとなった
ときの患者ＩＤと同じか否か検知し、患者ＩＤが同じ場合には強制的に中断モードを解除
する。この結果、医療従事者による「継続（又は再開）」のボタンの押し忘れによって、
トランスポートモニター２０が接続されているにも関わらずベッドサイドモニター１００
が中断モードのままとなることを防止できる。
【００４９】
　＜４＞実施の形態の効果
　以上説明したように、本実施の形態によれば、ベッドサイドモニター１００は、自装置
のモニタリングを中断モードに設定操作可能な操作部（タッチパネル１０９）と、トラン
スポートモニター２０との接続を検出する接続検出部１１１と、接続検出部１１１によっ
てトランスポートモニター２０が未接続状態から接続状態となったことが検出された場合
、中断モードに設定されたときに接続されていたトランスポートモニター２０の患者ＩＤ
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識別するＩＤ識別部１１２と、ＩＤ識別部１１２によって、中断モードに設定されたとき
又は中断モードに設定される直前に接続されていたトランスポートモニター２０の患者Ｉ
Ｄと、今回接続状態となったトランスポートモニター２０の患者ＩＤとが同一であると識
別された場合、自装置のモニタリングを中断モードから強制的にモニタリングモードに復
帰させる制御部１１０と、を有する。これにより、医療従事者による「継続（又は再開）
」のボタンの押し忘れによる不都合を防止できるベッドサイドモニター１００を実現でき
る。
【００５０】
　上述の実施の形態は、本発明を実施するにあたっての具体化の一例を示したものに過ぎ
ず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。す
なわち、本発明はその要旨、またはその主要な特徴から逸脱することの無い範囲で、様々
な形で実施することができる。
【００５１】
　上述の実施の形態では、ＩＤ識別部１１２によって、中断モードに設定されたとき又は
中断モードに設定される直前に接続されていたトランスポートモニター２０の患者ＩＤと
、今回接続状態となったトランスポートモニター２０の患者ＩＤとが同一であると識別さ
れた場合、自装置のモニタリングを中断モードから強制的にモニタリングモードに復帰さ
せる場合について述べたが、本発明はこれに限らず、強制的にモニタリングモードに復帰
させるのではなく、モニタリングの復帰操作をユーザーに促す表示を行うようにしてもよ
い。例えば、「トランスポートモニターが接続されました。継続ボタンを押してください
。」などの表示を行ってもよい。要は、ＩＤ識別部１１２によって、中断モードに設定さ
れたときに又は中断モードに設定される直前に接続されていたトランスポートモニター２
０の患者ＩＤと、今回接続状態となったトランスポートモニター２０の患者ＩＤとが同一
であると識別された場合、自装置のモニタリングを中断モードからモニタリングモードに
復帰させるための処理を実行すればよい。このようにすれば、上述の実施の形態と同様の
効果を得ることができる。
【００５２】
　また、上述の実施の形態のトランスポートモニターは、テレメータと読み換えて実施す
ることもできる。つまり、本発明のトランスポートモニターは、ベッドサイドモニターに
接続可能である、移動可能な生体情報測定装置を意味する。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明は、トランスポートモニターを接続可能なベッドサイドモニターに広く適用可能
である。
【符号の説明】
【００５４】
　１１、１１Ａ～１１Ｘ、１２、１２Ａ～１２Ｘ、１３Ａ～１３Ｘ、１００　ベッドサイ
ドモニター
　２０　トランスポートモニター
　１０７　表示制御部
　１０９　タッチパネル
　１１０　制御部
　１１１　接続検出部
　１１２　ＩＤ識別部
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